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旅券発給業務委託契約書（案） 

 

 貝塚市（以下「甲」という。）と株式会社〇〇〇（以下「乙」という。）とは、貝塚市旅券発給

業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 

 

 

（委託業務） 

第１条 甲は、貝塚市旅券発給業務（以下「委託業務」という。）の処理を乙に委託し、乙は、こ

れを受託する。 

 

（処理の方法） 

第２条 乙は、別添の旅券発給業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）により委託業務を処理

しなければならない。 

２ 乙は、前項の仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けなければならない。 

 

（委託期間） 

第３条 委託期間は、令和８年４月１日から令和 10年３月３１日までとする。 

 

（委託料） 

第４条 甲は、委託業務に対する委託料として金〇〇〇円（消費税及び地方消費税を含む。）を乙

に支払う。 

 

（契約の保証） 

第５条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければなら

ない。ただし、第２号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を

甲に寄託しなければならない。 

（１） 契約保証金の納付。 

（２） この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、金〇〇〇円以上とする。 

３ 第１項の規定により、乙が同項第２号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免

除する。 

４ 契約保証金には、利子は付さないものとする。 
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５ 契約保証金は契約期間終了後、書面による乙の請求により、これを還付する。 

 ※貝塚市契約規則（平成 19年貝塚市規則第 9 号）第 24 条第 2 号の規定により免除することが

できる。 

 

（施設等の供与） 

第６条 甲は、乙が委託業務を処理するに当たって必要と認める範囲の施設及び備品を乙に供与

する。ただし、乙が委託業務を実施するに当たって使用する消耗品等は、仕様書に特別に定め

がない限り、乙が負担するものとする。 

２ 乙は、前項の施設等を委託業務の遂行のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的のた

めに使用してはならない。 

３ 甲は、乙が委託業務を処理するについて直接必要とする電力及び用水があるときは、乙に提

供する。 

 

（調査・報告等） 

第７条 甲は、この委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、委託業務

の実施について必要な指示をすることができる。 

 

（委託業務状況の報告） 

第８条 乙は、委託業務の事前研修及び毎月の委託業務が完了したときは、翌月の１０日までに、

業務報告書を甲に提出しなければならない。 

 

（検査） 

第９条 甲は、前条の業務報告書を受理したときは、その日から起算して１０日以内に検査を完

了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。 

２ 乙は、前項の検査に合格しないときは、甲の指示に従い、直ちに必要な修正を行うものとし、

当該修正が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。この場合においては、修

正の完了の通知を業務報告書の提出とみなして前項の規定を適用する。 

 

（委託料の支払） 

第１０条 乙は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、毎月甲に対して委託料

の支払いを請求することができる。 

２ 甲は、乙より請求があったときは、その日から３０日以内に、次に掲げる委託料を支払うも
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のとする。 

  月額 金〇〇〇円(税込)×１２ヶ月・・・令和８年４月分から令和 10年３月分まで 

 

（委託業務の責任者及び従事者） 

第１１条 乙は、委託業務の管理を行う責任者（以下「責任者」という。）を定め、その氏名その

他必要な事項を甲に書面で報告しなければならない。責任者を変更したときも、同様とする。 

２ 乙は、委託業務に従事する者（以下「従事者」という。）の氏名を甲に書面にて報告しなけれ

ばならない。従事者を変更したときも、同様とする。 

３ 甲は、責任者及び従事者が服務上著しく不適当であると認められるときは、乙に対し、代替

の従業員を求めることができる。 

 

（教育・研修） 

第１２条 乙は、委託業務を円滑かつ効率的に遂行するため、責任者及び従事者に対して、委託

業務期間において必要な教育訓練を実施するものとする。 

 

（人権啓発研修） 

第１３条 乙は、責任者及び従事者が基本的人権について正しい認識をもって業務を遂行できる

よう、人権啓発に係る研修を委託業務期間において行うものとする。 

 

（資料の提出等） 

第１４条 乙は、甲に対し、委託業務の処理に必要な資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、前項に規定する資料については、委託業務の処理後に甲に返還しなければならない。 

 

（履行遅滞） 

第１５条 乙は、この契約の業務開始日において、委託業務を開始することができないことが明

らかになったときは、甲に対して遅滞なく、その理由を付して報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、乙の責めに帰する事由により委託業務を開始することができないと認

めるときは、乙は、その遅滞日数に応じた金額に、当該契約締結日において適用される政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規程に基づき

定められた率を乗じて計算した額を遅滞料として甲に支払わなければならない。 
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（不履行責任） 

第１６条 乙は、委託業務について、契約条項又は仕様書に定められたとおり履行できないこと

が明らかになったときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第１７条 この契約の履行に当たり、乙に生じた損害又は乙が第三者に及ぼした損害はすべて乙

が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。 

 

（秘密の保持等） 

第１８条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはな

らない。この契約が終了し、又は契約解除された後においても、同様とする。 

２ 前項の規定は、責任者及び従事者にも適用するものとする。 

３ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、貝塚市個人情報の保護及び情報公開に関する条例

を遵守しなければならない。 

４ 乙は、委託業務の開始前に機密保持に関する誓約書を甲に提出しなければならない。 

５ 乙は、委託業務の処理上知り得た情報を複写及び複製をしてはならない。 

 

（法令上の責任等） 

第１９条 乙は、責任者及び従事者の使用者として、労働基準法、労働者災害補償保険法、職業

安定法、最低賃金法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一

切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。 

２ 乙は、委託業務開始後、速やかに市長あてに労働関係法令の遵守に関する報告書（以下「報

告書」という。）により当該契約に関して労働関係法令の遵守について報告しなければならない。 

３ 市長は、報告書の内容が労働関係法令遵守していないとの報告であった場合は、乙に対し適

正な労働環境の確保を資するための改善と労働関係法令の遵守に関する改善報告書の提出を求

める。 

４ 乙は、事業主として、委託業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について

責任を負うものとする。 

 

（事故発生時の報告） 

第２０条 乙は、委託業務の処理に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、
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直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第２１条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、甲の承認を受けたものについては、この限りではない。 

 

（権利義務譲渡の禁止） 

第２２条 乙は、この契約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。 

 

（契約終了時の引継ぎ） 

第２３条 乙は、この契約の終了にあたって、引き続き、委託業務を受託しない場合は、甲が継

続して支障なく遂行できるよう円滑に委託業務の引継ぎを行わなければならない。 

２ 前項の引継ぎに際し、甲から資料等の請求があったときは、乙が不利益となると甲が認める

場合を除き、乙は、これに応じなければならない。 

３ 乙は、甲が乙の責めに帰すべき事由により引継ぎが完了していないと認める場合は、この契

約の履行期間終了後であっても、無償で委託業務の引継ぎを行わなければならない。 

 

（紛争の処理） 

第２４条 乙は、この契約に関し、第三者との間に甲の責めに帰さない紛争が生じたときは、乙

の責任においてその一切の処理をするものとする。 

 

（甲の解除権） 

第２５条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要しないで、この契約を

解除することができる。 

（１） 正当な理由がなく所定の期日までに委託業務の処理に着手しないとき。 

（２） 委託業務の処理が著しく不適当であるとき。 

（３） 第７条の規定による指示に従わないとき。 

（４） 正当な理由なく第１９条第２項に規定する報告書の求めに応じないとき又は報告書の

内容に虚偽の記載があったとき。 

（５） 正当な理由なく第１９条第３項に規定する改善報告書の求めに応じないとき又は改善

報告書の内容に虚偽の記載があったとき。 
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（６） 乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（乙の役員又はその支店若しくは営業所を（常時業務の契約を締結する事務所

をいう。）を代表するものをいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益

を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等

したと認められるとき。 

エ 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供

給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、も

しくは関与していると認められるとき。 

オ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

  （７） 乙が次のいずれかに該当するとき。 

   ア 乙が、破産手続開始の決定を受け又は無能力者となり若しくは居所不明となったとき  

イ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務につ 

いて履行不能となった場合 

  （８） 前各号に掲げるもののほか、この契約条項に違反したとき。 

  （９） 第２７条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

２ 前項の規定により、甲がこの契約を解除した場合において、乙に生じた損害があっても、甲

は一切その補償の責めを負わない。甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければ

ならない。 

３ 乙は、第１項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の１００分

の３に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第５

条に掲げる契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

４ 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。 

５ 次のいずれかに該当する者がこの契約を解除した場合は、第１項第７号に該当する場合とみ 

なす。  

ア 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７

５号）の規定により選任された破産管財人  
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イ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）の規定により選任された管財人  

ウ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

 

（独占禁止）  

第２６条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除

するか否かを問わず、契約金額の 100 分の 3 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内

に支払わなければならない。納入後も同様とする。  

（1） 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号)第３条

の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に

違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課

徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。   

（2） 乙（法人にあっては、その役員又は使用人）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６ 

条の６又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する 法律第８９条第１項に規定する刑

が確定したとき。  

２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日

から支払いをする日までの日数に応じ、当該契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率

で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（乙の解除権） 

第２７条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき

は、書面をもって甲に通告することによって、契約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の

賠償を甲に請求することができる。 

 

（定めのない事項の処理） 

第２８条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議のうえ決定する。 
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 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 

令和８年 月 日 

 

甲 貝塚市畠中一丁目１7番１号 

貝塚市 

代表者 貝塚市長 酒井 了 

 

 

 

乙 〇〇〇 

株式会社 〇〇〇 

代表取締役 〇〇〇 

 

 


